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灘
験
翻
開
設
七
十
周
年
記
念
行
事

　
か
え
り
み
れ
ば
、
現
時
の
義
塾
法
學
部
法
律
學
科
の
誕
生
は
、
賞
に
逡
く
明

治
の
中
葉
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
年
十
月
、
小
泉
信
吉
氏
が
招
か
れ
て
塾
長
に
就
任
す
る
や
、
義
塾

の
學
事
は
飛
躍
的
に
改
良
・
擬
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
営
時
の
私
學
と
し
て

は
最
初
の
大
學
部
を
設
置
す
る
計
蜜
が
推
進
さ
れ
た
。
か
く
て
同
二
十
二
年
十

一
月
に
は
、
丈
墨
科
・
理
財
科
・
法
律
科
の
各
主
任
教
授
と
な
る
べ
き
三
名
の

ア
メ
リ
カ
人
i
ー
ウ
イ
リ
ア
ム
・
リ
ス
カ
ム
、
ガ
ー
レ
ッ
ト
・
ド
ロ
ッ
パ
ー
ス
、

ジ
ョ
ソ
・
ヘ
ソ
リ
ー
・
ウ
ィ
グ
モ
ア
ー
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
學
か
ら
來
朝
し
、

翌
二
十
三
年
一
月
二
十
七
日
、
初
の
始
業
式
が
三
田
山
上
で
撃
行
さ
れ
、
こ
こ

に
大
學
部
は
正
式
に
襲
足
す
る
に
い
た
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
億
統
あ

る
法
學
部
法
律
學
科
の
狐
々
の
撃
を
あ
げ
た
日
で
も
あ
つ
た
。
こ
れ
よ
り
数
え

て
こ
こ
に
湖
七
十
年
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
叢
月
を
閲
し
て
、
い
5
な
れ
ば

本
年
を
も
つ
て
古
稀
の
祀
い
を
む
か
え
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
、
法
學
研
究
會
で
は
、
二
・
三
の
記
念
行
事

を
開
催
し
た
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
法
學
部
法
律
學
科
開
設
七
十
周
年
記
念
行
凄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
三
田
第
五
〇
二
番
教
室

　
一
　
挨
拶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
池
隆
一
教
投

　
一
瀞
戸
寅
笑
郁
先
生
の
人
と
業
績
　
　
　
　
田
中
賓
教
授

　
一
　
初
代
主
任
教
授
ウ
ィ
グ
モ
ア
先
生
の
人
と
業
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
　
良
助
数
授

一
　
公
開
講
演
曾
　
　
　
　
　
　
　
十
月
十
四
日
　
午
後
一
時
ー
四
時
・

　
ま
ず
、
法
學
研
究
會
委
員
長
で
あ
り
法
學
部
の
現
役
教
授
で
は
最
長
老
で
あ

る
小
池
教
授
よ
り
、
記
念
講
演
會
開
催
の
趣
旨
に
つ
い
て
挨
拶
を
述
ぺ
ら
れ
た

後
、
法
律
科
の
育
て
の
親
と
も
呼
ぶ
べ
き
故
法
學
博
士
紳
戸
寅
次
郎
先
生
に
つ

い
て
の
懐
奮
談
に
も
お
よ
ば
れ
、
後
進
一
同
、
往
時
を
偲
ん
だ
し
だ
い
で
あ
つ

た
。
つ
い
で
田
中
教
授
の
講
演
に
移
つ
た
。

　
法
律
科
第
一
同
生
の
一
人
で
あ
り
、
卒
業
後
も
義
塾
に
と
ど
ま
り
四
十
数
年

の
長
き
に
わ
た
つ
て
教
投
と
し
て
あ
る
い
は
科
長
・
部
長
と
し
て
塾
生
の
指
導

に
あ
た
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
わ
が
民
法
學
界
の
権
威
之
し
て
後
學
の
奪
敬
を
一

身
に
あ
つ
め
ら
れ
た
繭
戸
寅
次
郎
博
士
の
人
と
な
り
と
そ
の
學
問
的
業
績
に
つ

い
て
、
田
中
教
授
は
詳
細
に
論
じ
、
こ
の
偉
大
な
先
蓮
の
學
恩
に
無
限
の
感
謝

を
さ
さ
げ
ら
れ
た
。

　
最
後
に
、
李
助
教
授
は
、
法
律
科
の
生
み
の
親
ど
も
構
す
べ
き
初
代
主
任
教

授
た
る
故
ウ
ィ
グ
モ
ア
博
士
の
、
そ
の
人
絡
と
功
業
に
つ
ぎ
熱
を
こ
め
て
読
か

れ
た
。
博
士
が
義
塾
に
職
を
奉
じ
た
三
年
間
は
、
塾
生
に
と
つ
て
は
こ
よ
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
　
　
　
（
一
九
四
七
）



　
　
　
　
法
學
部
法
律
學
科
開
設
七
十
周
年
記
念
行
事

最良の

師
で
あ
り
、
ま
た
麟
米
後
の
多
彩
な
活
躍
こ
そ
は
、
深
奥
な
思
索
と
縞

密
に
し
て
果
断
な
實
行
力
に
富
む
そ
の
人
柄
が
、
遺
憾
な
く
護
揮
さ
れ
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
ま
こ
と
に
、
博
士
の
ご
と
き
世
界
的
法
學
者
を
創
設
者
と
し
て

も
つ
誇
り
を
、
あ
ら
た
め
て
感
得
し
た
し
だ
い
で
あ
つ
た
。

二
　
明
治
前
期
民
事
法
關
係
立
法
史
料
展
示
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
日
　
午
前
十
時
ー
午
後
四
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
三
田
第
二
硯
究
室
野
ロ
サ
ロ
ソ

　
こ
れ
は
本
塾
法
學
部
硯
究
室
な
ら
び
に
本
塾
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
、

村
田
保
文
書
お
よ
ぴ
奮
元
老
院
書
記
官
・
小
田
切
盛
徳
文
書

の
中
よ
り
、
と
く
に
民
事
法
關
係
の
立
法
史
料
を
え
ら
ん
で
出
品
し
た
も
の
で

あ
つ
て
、
い
ず
れ
も
門
外
不
出
の
稀
襯
史
料
で
あ
る
。
圖
書
館
所
藏
文
書
の
出

陳
を
許
可
さ
れ
た
本
塾
圖
書
館
長
・
前
原
光
雄
教
授
の
御
厚
意
に
深
謝
い
た
し

た
い
。

　
同
日
は
、
た
ま
た
ま
本
塾
に
お
い
て
日
本
私
法
學
會
が
開
か
れ
て
お
り
、
同

墨
會
關
係
者
の
参
観
も
多
数
に
の
ぼ
り
、
一
般
塾
生
も
加
わ
つ
て
終
日
盛
會
で

あ
つ
た
。

　
営
日
、
展
覧
さ
れ
た
諸
史
料
を
掲
記
す
れ
ぱ
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
一
　
民
法
第
一
人
事
編
（
明
治
五
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊

　
二
　
箕
作
麟
鮮
認
佛
蘭
西
民
法
書
入
本
（
明
治
五
年
－
六
年
）
　
　
三
冊

七六五四……一一一一一一一一九八七六五四三二一〇．、．＿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二

民
法
會
議
記
録
（
明
治
五
年
－
六
年
）

民
法
議
定
（
明
治
五
年
－
六
年
）

民
法
假
法
則
（
明
治
六
年
）

民
法
優
法
則
第
二
（
明
治
六
年
）

民
法
講
義
（
明
治
七
年
－
九
年
）

民
法
會
議
筆
記
（
明
治
七
年
ー
九
年
）

箕
作
麟
鮮
諜
佛
蘭
西
法
律
書
民
法

佛
國
民
法
契
約
編
講
義
（
明
治
八
年
）

一
ぺ

一
九

（
一
九
四
八
）

（
明
治
七
年
ー
九
年
）

民
法
草
案
人
事
編
（
明
治
二
十
一
年
）

民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
（
明
治
二
十
一
年
）

民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
（
明
治
二
十
一
年
）

民
法
草
案
人
事
編
再
調
査
案
意
見
書
（
明
治
二
十
三
年
）

財
産
取
得
編
第
二
部
意
見
書
（
明
治
二
十
三
年
）

民
法
草
案
人
事
編
（
明
治
二
十
三
年
）

人
事
編
（
明
治
二
十
三
年
）

元
老
院
に
お
け
る
奮
属
法
審
査
村
田
意
見
書
の
断
片

　
二
十
三
年
）

官
報
號
外
（
明
治
二
十
三
年
）

法
典
編
纂
に
醐
す
る
法
學
士
會
の
意
見
書

一一一一一二一四二八七一二二三冊冊冊冊冊冊・冊：班冊冊冊：冊珊：冊冊

（
明
治

　
　
　
　
　
　
二
冊

　
　
　
　
　
　
一
冊

（
明
治
二
十
二
年
）

　
　
　
　
　
　
一
冊



二
〇

二
一

二
二

山
田
顯
義
宛
の
村
田
書
簡
（
明
治
二
＋
三
年
）

訴
齪
訟
法
億
μ
規
則
　
（
明
鵜
旧
山
登
年
）

訴
訟
法
（
明
治
十
三
年
）

一
通

一
冊

六
冊

三
　
名
唇
教
授
西
本
辰
之
助
先
生
を
園
み
、
懐
醤
談
を
伺
う
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
二
十
五
日
　
午
後
三
時
ー
六
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
三
田
第
一
競
究
室
群
書
室

　
法
學
博
士
西
本
辰
之
助
先
生
は
、
明
治
四
十
年
に
法
律
科
を
卒
業
す
る
や
た

だ
ち
に
義
塾
に
残
ら
れ
、
以
來
三
十
歎
年
、
法
學
部
の
專
任
教
授
と
し
て
教
壇

に
た
た
れ
、
ま
た
大
學
豫
科
主
任
・
學
部
長
と
し
て
塾
生
を
薫
陶
さ
れ
た
が
、

大東亜

賎
雫
の
末
期
、
後
進
に
道
を
ゆ
ず
る
た
め
現
役
を
退
い
て
名
春
教
授
・

義
塾
學
事
顧
問
と
な
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
ひ
き
つ
づ
き
講
義
は
捲
當
さ

れ
、
い
ま
な
お
嬰
錬
と
し
て
商
法
（
手
形
法
・
小
切
手
法
）
を
講
じ
て
お
ら
れ

る
先
躍
で
あ
り
、
と
同
時
に
、
か
つ
て
山
陰
短
期
大
學
々
長
の
要
職
を
も
衆
ね

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
先
生
の
塾
生
の
頃
の
、
そ
し
て
留
學
當
時
の
、
あ
る
い
は
現
役
教
授
時
代
の

同
顧
談
は
、
そ
の
御
風
格
が
た
く
ま
ず
し
て
現
わ
れ
、
拍
手
を
呼
び
、
笑
膣
を
’

湧
か
せ
、
一
家
團
藁
さ
な
が
ら
の
慶
び
を
わ
か
つ
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
営
日
ば
助
教
授
以
下
多
数
出
席
し
、
そ
れ
に
二
・
三
の
教
授
を
混
え
、
塞
に

和
氣
鑛
々
の
會
合
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
法
學
部
法
律
學
科
開
設
七
十
周
年
記
念
行
事

二
三
三

（
一
九
四
九
）


